
は　い いいえ

市県民税の申告が必要かどうか、下の図により確認してください。

※あてはまらない場合もありますので、あくまでも目安としてお使いください。

【スタート】
今年１月１日現在、勝浦市に住んでいましたか？ １月１日居住の市町村で申告してください。

本年中に収入がありましたか？

※収入がなくても市県民税の申告は必要です。
国民健康保険税は世帯の方の申告、後期高齢者医療保険料は個人の
申告をすることにより、保険税（料）の軽減を受けられる場合がありま
す。また、所得証明書を発行する場合など、申告が必要となります。

所得税の確定申告を提出されますか？ 市県民税の申告は不要です。

主な収入は給与所得ですか？ 年末調整済ですか？ 確定申告の必要があります。

給与を２ヵ所以上からも
らっていますか？

年末調整済み以外の給与収入と給与所得・退
職所得以外の所得の合計が２０万円以下で
あれば確定申告は不要ですが、市県民税の
申告は必要です。

給与以外に他の所得が
ありますか？

給与所得と退職所得以外の所得の金額の合
計額が２０万円以下であれば確定申告は不
要ですが、市県民税の申告は必要です。

市県民税の申告は不要です。

公的年金収入のみですか？
年金収入の合計金額が１４８万円（６５
歳未満の方は９８万円）以下ですか？

確定申告又は市県民
税の申告の必要があ
ります。

給与・年金以外の収入がある。


